
第三セクターの改革に向けた取組状況（平成 27年度末現在） 

 

１ 法人名：公益財団法人石巻地域高等教育事業団 

 

２ 所管部署：総務部総務課 

 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   ・経営が悪化しているおそれのある法人（直近３期全てにおいて経常損失が生じていること。） 

 

４ 取組状況 

 

取 組 項 目 石巻市の指導方針 
石巻市の指導に対す

る法人の考え方 

取組計画 Ｈ26取組状況 

（実施・進行中・未実施） 

Ｈ27取組状況 

（実施・進行中・未実施） 
実施した取組内容の詳細 

取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、H28年度の

取組予定 実施時期 実施内容 

（１）財源の長期

予測と出資

団体間の認

識共有 

中長期計画を作

成し、作成した中

長期計画につい

て、出資団体であ

る各市町への説明

を実施すること。 

中長期計画の作成

に着手し、構成市町

（石巻市、東松島市、

女川町）に対して法

人事業財源の枯渇リ

スク及び中長期計画

についての説明を実

施する。 

平成 26 

年度 

中長期計画の作

成 

進行中 進行中 当事業団は、構成市町の出資金を財源と

して奨学金貸与事業等及び法人運営を行

っているが、収益事業を行っていないこと

から、毎年事業団運営費等が、財産から減

少しており、奨学金の貸与額の増減や奨学

金の償還金額により、貸与可能となる現金

の保有状況が変わることから、事業の継続

に影響する。 

現在、当事業団では、例年３月に開催さ

れる奨学生選考委員会後に、奨学金貸与事

業で予算措置している総額を毎年貸与し

た場合と、震災後過去５年間に貸与した奨

学金の平均ベースで毎年貸与した場合の

２通りのシミュレーションに基づいた財

政収支見通しを作成しており、平成２６年

度末の理事会及び評議員会で、役員等に財

政収支見通しを説明した。 

奨学金貸与事業による貸与金額が、事業

の継続可能年度に影響することから、平成

２７年度に財政収支見通しを再試算し、平

成２７年度末の理事会及び評議員会で説

明している。 

本事業団の財源が、

毎年減少し、将来的に

事業の継続不能に陥

るという認識を構成

市町と共有すること

ができた。 

現況は、事業の継続

不能の時期を見定める

ため、２通りのシミュ

レーションに基づいた

財政収支見通しを作成

している。 

平成２９年度のシミ

ュレーション結果を基

に、平成２９年度末の

理事会及び評議員会に

おいて、出資を構成市

町に求める方向性とす

るか、出資を求める時

期を再考するか、対応

を決定することとして

いる。 

 

未 定 構成市町へ中長

期計画等の説明 

未実施 未実施 

    

（２）長期予測に

基づく対応

について 

財源の枯渇を回

避するための取組

に着手するタイミ

ングを計る指標の

設定について検討

すること。 

構成市町に対し

て、財源の枯渇を回

避するための取組に

着手するタイミング

を計る指標（財務数

値）を示し、追加出

資の要請及び事業内

容について検討す

る。 

平成 26 

年度 

事業財源の枯渇

を回避するため

の取組に着手す

るタイミングを

計る指標（財務

数値）を作成 

進行中 進行中 

未 定 構成市町に対

し、指標の説明 

未実施 未実施 

未 定 構成市町に対

し、追加出資の

要請等を行う 

未実施 未実施 

（３）情報公開に

ついて 

積極的な情報公

開に努めること。 

財源の長期予測や

設定した指標（財務

数値）について積極

的に情報公開に努め

る。 

平成 26 

年度 

中長期計画（指

標等）の作成 

進行中 進行中  

 

― 

 

 

 

 

― 

 

 

公開方法等を検討し、

構成市町へ中長期計画

について説明後、情報

公開に努める。 
未 定 中長期計画の公

開 

未実施 未実施 



 

１ 法人名：網地島ライン株式会社 

 

２ 所管部署：復興政策部地域振興課 

 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   ・経営が悪化しているおそれのある法人（①累積欠損金があること。） 

 

４ 取組状況 

  

取 組 項 目 石巻市の指導方針 
石巻市の指導に対

する法人の考え方 

取組計画 
Ｈ26取組状況 

（実施・進行中・未実施） 

Ｈ27取組状況 

（実施・進行中・未実施） 
実施した取組内容の詳細 

取組を実施した事に 

よって得られた成果 
現在の状況、H28年度の取組予定 実施時

期 
実施内容 

（１）財務状況の

把握と情報

公開につい

て 

財務諸表の項目

について、積算根拠

がわかりやすい詳

細な資料の提出を

検討すること。 

詳細な資料とし

て、決算報告書の内

訳書ベースにて別

途作成し、追加提出

することとする。 

ただし、追加提出

する資料について

は、個人情報保護の

観点から、特定個人

の所得が分からな

いよう留意して作

成する。 

平成 26

年度 

株主総会承認後の

決算報告書をベー

スとした各種内訳

書の提出 

実施 実施 

財務諸表をはじめ、船舶の修

繕費や店費の内訳など、損益計

算の根拠となる各種データを開

示した。 

加えて、役員報酬月額など経

営に関わる情報を開示頂き支出

に無駄が無いか確認した。 

収益構造が明確になり、

経費等に無駄な支出がな

く効率的な経営が行われ

ていることが確認された。 

引続き同様の取り組みを推進し、収

益構造の透明化を図ることで、企業経

営のより一層の効率化・安定化を目指

していく。 

平成 27

年度 

株主総会承認後の

決算報告書をベー

スとした各種内訳

書の提出 

 実施 

平成 28

年度 

株主総会承認後の

決算報告書をベー

スとした各種内訳

書の提出 

  

（２）債務超過と

累積欠損の

解消につい

て 

法人自らが航路

改善協議会の構成

委員となり、市のみ

ならず、国、県とも

情報を共有しなが

ら、今後の経営課題

の解決に向けた航

路改善計画を検討

すること。 

当法人において

も、航路改善協議会

の参画については、

運航事業者として

当然の責務である

と認識しているこ

とから、国、県、市

と情報を共有しな

がら航路改善計画

を策定する。 

平成 26

年度 

航路改善協議会参

画、航路改善計画

策定 

実施 実施 

平成 26年 9月に、国、県、離

島住民、財務会計の専門家(税理

士)、航路事業者で構成する石巻

～長渡航路改善協議会を設置

し、島民アンケートや各種調査

結果に基づき、平成 27年 2月に

短期・長期の航路の改善施策案

を盛り込んだ航路改善計画を策

定した。 

短期施策のうち、メディアを

通じた情報発信等を実施し、猫

目的での来島者取り込みなど夏

期以外の観光誘致を図った。 

平成 27 年度は航路利用

者数が震災以前の水準を

超え、収益性が大幅に改善

された。当期純利益は平成

26年、27年の 2期連続で

プラスとなり、累積赤字の

縮小が進んだ。貸借対照表

においても、平成 27 年度

に総資産が負債総額を上

回り、債務超過状態が解消

された。 

 航路改善計画に基づく改善施策の実

施を推進するとともに、アンケートに

て抽出された、石巻中心市街への新寄

港地追加要望について国との協議を進

め、平成29年4月の供用開始を目指す。 

平成 27

年度 

航路改善計画に基

づく事業運営 
 実施 

平成 28

年度 

航路改善計画に基

づく事業運営 
  



  

（３）新造船につ

いて 

航路改善協議会

により策定された

航路改善計画を遵

守し、新造船事業に

取り組むこと。 

新造船に関して

は、弊社としても利

用者の安全に関わ

る最重要課題であ

ることから、航路改

善協議会の早期設

置を望むとともに、

前述同様に国、県、

市と情報を共有し

ながら航路改善計

画に新造船事業を

盛り込み、事業実施

を進めていく。 

平成 26

年度 

航路改善協議会参

画、航路改善計画

策定 

実施 実施 
新船舶建造費として国庫補助

金を活用するため、平成 26 年 9

月に、国、県、離島住民、財務

会計の専門家(税理士)、航路事業

者で構成する石巻～長渡航路改

善協議会を設置し、新規造船に

向け平成 27年 2月に航路改善計

画案を策定した。 

平成 27年度は造船計画につい

て国から補助金対象事業の承認

を得るため協議を実施した。 

平成28年3月時点にて、

国との事前協議を終了し、

大型船 1隻、中型船 1隻の

導入にて計画承認を得た。 

しかし、導入船舶の規模

について事業者から変更

したいとの強い要請が生

じたことから協議を継続

し、船舶の設計、建造への

着手には至らなかった。 

平成 28 年 5 月の第 4 回航路改善協議

会にて、従来計画から大型船 2 隻の導

入へと大幅な方針転換を行ったため、

再度協議が必要となった。方針変更に

ともなう計画の修正を速やかに行い、

関係各所との協議・調整を進める。今

年度中の事前協議終了を目指す。 

平成 27

年度 

航路改善計画に基

づく船舶設計及び

建造 

 進行中 

平成 28

年度 

航路改善計画に基

づく船舶建造 
  

（４）離島への観

光客増加策

について 

離島航路関連イ

ンフラの復旧時期

に合わせ、具体的な

観光客増加策を検

討すること。 

今後実施可能な

観光イベント等を

検討していく。 

平成 26

年度 

イベントの企画、

実施 
実施 実施 

外部事業者と連携した釣り大

会の実施や島民主催の夏祭りの

周知、他マスメディアへの離島

情報の提供を通じた認知度向上

など、離島への観光客誘致施策

を実施した。 

 平成２６年、２７年と利

用者は増加しており、認知

度が向上していると推察

される。 

 引続き外部メディアへの情報提供を

行うとともに、各種季節イベントと絡

めた集客施策を実施する。 

平成 27

年度 

イベントの企画、

実施 
 実施 

平成 28

年度 

イベントの企画、

実施 
  



１ 法人名：石巻産業創造株式会社 

 

２ 所管部署：産業部産業推進課 

 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   経営が悪化しているおそれのある法人（累積欠損金があること。） 

 

４ 取組状況 

取 組 項 目 石巻市の指導方針 
石巻市の指導に対

する法人の考え方 

取組計画 Ｈ26取組状況 

（実施・進行中・未実

施） 

Ｈ27取組状況 

（実施・進行中・未実施） 
実施した取組内容の詳細 

取組を実施した事に 

よって得られた成果 
現在の状況、H28年度の取組予定 実施時

期 
実施内容 

（１）法人が担う

べ き 役 割

の明確化 

新たに委託する

事業を着実に実施

し、また、事業実

施に当たっては、

「石巻市の産業復

興の中核的な役

割」を果たすため、

実施事業の効果を

検証すること。 

弊社が担うべき

本来の役割を果た

すべく、平成 26 年

度の業務内容につ

いては、創業に対す

る支援や相談窓口

の一本化など、これ

までの委託事業内

容に比べて充実し

たものとなってい

る。現在、石巻市が

国の認定に向けて

作業を進めている

「創業支援事業計

画」に基づき、経済

団体や金融機関と

の有機的なネット

ワークの構築を図

り、アンケートなど

による事業効果の

検証を行いながら、

これらネットワー

クの中核的な役割

を担っていく所存

である。 

 

平成 26

年度 

創業支援事業計

画に基づく各種

事業の展開、人

材データのスト

ック及び各種事

業の効果検証準

備 

進行中 実施 平成 26 年度に実施した特定

創業支援事業「創業開成塾」に

ついて、受講者からのアンケー

ト結果等に基づき、受講者のレ

ベルに応じたセミナーとする

ために、平成 27 年度はコース

をベーシックコース・アドバン

スコースに分けて実施したと

ころ、受講応募者は両コースと

もにほぼ定員を確保し、充実し

たセミナーとなった。 

 また、宮城県東部地方振興事

務所と石巻市と連携し、水産加

工業者に対する情報収集とア

ドバイス事業を行った。 

平成26年度実施のセミ

ナー及びベーシックコー

スの受講者 3 名がアドバ

ンスコースも受講するな

ど、創業希望者のステッ

プアップに向けた支援を

行うことができた。 

 また、セミナー受講者

や相談者、アドバイスを

行った事業者の内容記録

（カルテ）も蓄積されつ

つあることから、今後の

支援施策に活用する。 

 さらには、宮城県東部

地方振興事務所と石巻市

と連携し、水産加工業者

に対する情報収集とアド

バイスに努めた結果、平

成28年度から県事業とし

て水産加工業への支援施

策が導入された。 

引き続き、セミナー受講者等のアン

ケートや意見などを参考として効果

的なセミナーあり方を目指すととも

に、セミナーや相談会を通じて得たデ

ータの蓄積を継続し、支援施策の構築

に活かしていく。 

また、分野を変えたアドバイス事業

を実施するとともに、６次産業化や

ICTの活用等、新しい産業形態の支援

のあり方についても取り組んでいき

たい。 

平成 27

年度 

各種事業の効果

検証と参加者の

人材データのス

トック 

 実施 

平成 28

年度 

各種事業の効果

検証と事業への

反映及び参加者

の人材データの

ストック 

 進行中 

（２）法人の体制

（人員）の

再検討 

新たに実施する

委託事業におい

て、人員を含む体

制の強化と関係団

委託事業におい

て臨時社員の確保

を予定しており、若

干ながら体制の強

平成 26

年度 

委託事業による

臨時社員の確保

とプロパー確保

の可能性模索 

臨時社員の確

保～実施 

プロパー確保

の 

実施 平成 26 年度において委託事

業の実施により臨時社員 1名を

確保したが、諸般の事情から年

度中途において退社した。 

 流れ作業的な業務が少

なく、企画・実施業務に

関しては臨時社員では遂

行できないと判断した。 

現在、テナントスペース以外の貸館

スペースもテナントとして活用して

いる状況から、震災以降、経常黒字を

継続している状況にあるものの、産業



体との連携体制を

構築すること。 

化に向かって一歩

前進と考えている

ものの、委託事業で

の体制強化では本

質的な問題解決に

は程遠いと思われ

る。他の自治体に数

多く見られるよう

に、第三セクターと

してのプロパーを

育てながら産業振

興のエキスパート

を養成し、地域の企

業とのネットワー

クを長いスパンで

構築できる人材の

確保について、市と

協議を重ねながら

実現に努めていく。 

可能性模索～ 

進行中 

以降、臨時社員の確保を検討

してきたが、雇用期間の関係か

ら人材の確保が困難であるた

め、確保を見送っている。 

新規事業の導入による

プロパー育成を模索する

ものの、実施には至って

いない。 

振興の中核施設としての機能を一部

失っていることも否めない。 

このようなことから、プロパーの採

用による体制強化の必要性は認識す

るものの、固定経費として経営に及ぼ

す影響も考慮しなければならず、市委

託事業のみならず、独自事業の導入も

検討したうえでプロパーについて検

討していく。 

平成 27

年度 

委託事業による

臨時社員の確保

とプロパー確保

の手法検討 

 進行中 

平成 28

年度 

委託事業による

臨時社員の確保

とプロパー確保 

 進行中 

（３）業務別の活

動 指 標 と

成 果 指 標

の設定・共

有 

活動指標及び成

果指標の再検討及

び事業実施後のフ

ォローアップを行

い、事業成果を踏

まえ、新たな事業

展開を検討し、独

自事業実施若しく

は市委託事業等へ

反映していくこ

と。 

創業支援事業計

画においても指標

の設定が行われて

おり、事業を展開す

る中で連携する支

援機関とともにフ

ォローアップを行

っていく。また、現

時点においても、若

者が ICT を活用し

て起業した団体を

支援するなどの事

業展開を行ってお

り、今後も石巻市と

の連携のもとに、新

たな事業を模索し

ていきたい。 

平成 26

年度 

創業支援事業計

画の実施及びフ

ォローアップ、

ICT関連事業 

創業支援事業

計画の実施及

びフォローア

ップ～実施 

ICT関連事業 

～未実施 

実施 平成 26 年度に実施した特定

創業支援事業「創業開成塾」に

ついて、受講者からのアンケー

ト結果等に基づき、受講者のレ

ベルに応じたセミナーとする

ために平成 27 年度はコースを

ベーシックコース・アドバンス

コースに分けて実施した。 

ICT関連事業については関連

事業者との情報交換程度にと

どまっている。 

平成26年度実施のセミ

ナー及びベーシックコー

スの受講者 3 名がアドバ

ンスコースを受講すると

ともに、受講修了者にお

いては石巻市の創業支援

補助金にチャレンジし採

択となったものも多く、

創業希望者のステップア

ップに向けた支援を行う

ことができた。 

引き続きセミナー受講者等のアン

ケートや意見などを聞きながら、セミ

ナーの内容や支援事業の見直し、改善

を行っていくとともに、石巻市創業支

援事業者連携会議を通じて、適切なフ

ォローアップを実施していく。 

新事業については、市と連携し６次

産業化や ICT の活用等新たな業種へ

の支援を検討していく。 

平成 27

年度 

上記及び新事業

の計画策定 

 実施 

平成 28

年度 

上記及び新事業

の実施 

 進行中 

（４）法人ならで

は の 産 業

振 興 の 推

進 

新規事業におい

ては、石巻専修大

学をはじめ、市内

現在、認定を目指

している創業支援

事業計画において、

石巻専修大学や商

平成 26

年度 

創業支援事業者

との連携組織構

築及び具体的な

支援活動実施 

実施 実施 創業支援のための連携組織

として、石巻専修大学や商工会

議所・商工会、金融機関、NPO

等で構成する「石巻市創業支援

連携の強化により、創

業支援に向けた体制の強

化が図られた。 

同会議で構築した連携体制を活か

しながら、創業支援にとどまらず、産

業振興全般の支援体制の構築に努め

ていきたい。 



 

 

金融機関や経済団

体と連携した取組

が必須となること

から、今後の産業

支援に向けた体制

を構築すること。 

また、連携を進

めていく中で、新

たな事業展開を検

討し、独自事業実

施若しくは市委託

事業等へ反映して

いくこと。 

工会議所・商工会、

金融機関、NPO と

の連携組織が構築

されていることか

ら、これが効果的に

機能するよう、石巻

市とともに調整機

関として活動して

いく。その中で生ま

れた新たな事業展

開や支援スキーム

については、国の補

助事業などの導入

を検討するととも

に、石巻市と連携し

た支援プログラム

として委託事業に

反映できるよう努

めていく。 

平成 27

年度 

連携組織による

具体的な支援活

動実施及びスキ

ームの検討 

 実施 事業者連携会議」を設置してお

り、石巻市とともに事務局とし

て同会議を運営してきた。 

平成 27 年度においては、同会

議において、石巻市創業ビジネ

スグランプリの開催に向けて

企画立案を行ったほか、ビジネ

スプランの審査会の開催など

を行っており、そのほかにも、

市創業支援補助金の交付決定

者に対するフォローアップ（創

業後の事業実施状況の確認等）

に向け、同会議の構成員との情

報共有を行った。 

平成 28

年度 

石巻市及び創業

支援事業者と連

携した新たな事

業展開 

 進行中 


